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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
ふ
る
さ
と
納
税
が
地
方
財
政
を
圧
迫
し
て
い
る
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
（
個
人
が
都
道
府
県
等
（
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
対
し
寄
附
を
行
っ
た
場
合
に
、
当
該
寄
附
に
係
る
寄
附
金
に
つ
い
て
個
人
住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
を
適
用

す
る
制
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
返
礼
品
等
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
返
礼
品
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
提
供
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
り
、
返
礼
品
等
の
提
供
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第

三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
都
道
府
県
等
の
判
断
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

二
及
び
七
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
、
ふ
る
さ
と
や
お
世
話
に
な
っ
た
地
方
団
体
に
感
謝
し
、
若
し
く
は
応
援

す
る
気
持
ち
を
伝
え
、
又
は
税
の
使
い
み
ち
を
自
ら
の
意
思
で
決
め
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
創
設
さ
れ

た
制
度
で
あ
り
、
寄
附
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
返
礼
品
等
の
提
供
を
含
め
、
寄
附
金
の
募
集
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
七
条

の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
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対
象
と
な
る
都
道
府
県
等
の
指
定
に
係
る
基
準
等
を
定
め
る
件
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
告
示
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
適
切
に
判
断
い
た
だ
く
も
の
と
考
え
て

い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
、
住
所
所
在
地
の
都
道
府
県
等
に
納
め
る
個
人
住
民
税
の
一
部
を
他
の
都
道
府
県
等
に
実
質
的
に

移
転
さ
せ
る
効
果
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
住
所
所
在
地
の
都
道
府
県
等
に
納
付
さ
れ
る
個
人
住
民
税
額
が
大
き
く
減
少
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
特
例
控
除
額
（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特

例
控
除
額
を
い
う
。
）
の
上
限
は
、
個
人
住
民
税
所
得
割
の
額
の
二
割
と
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
個
人
住
民
税
の
大
半
は
住
所
所
在
地
の
都
道
府
県
等
に
残
る
こ
と
と
な
り
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
、
個
人
住
民
税
に

お
け
る
応
益
課
税
の
考
え
方
も
踏
ま
え
た
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
住
民
税
の
趣
旨
を
損
な
う
も
の
」
と
の
御

指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
が
、
増
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
地
方
交
付
税
の
財
源
が
不
足
す
る
こ
と
に
な
る
」
の
意
味
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す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
地
方
財
政
計
画
上
、
地
方
税
の
収
入
見
込
額
に
つ
い
て
は
、
標
準
的
な
収

入
見
込
額
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
額
に
つ
い
て
は
、
他
の
税
制
上
の
特

例
措
置
と
同
様
に
、
個
人
住
民
税
の
収
入
見
込
額
を
計
上
す
る
際
、
直
近
の
実
績
等
を
考
慮
し
て
推
計
し
た
控
除
額
を
反
映

さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
係
る
寄
附
金
の
受
領
額
に
つ
い
て
は
、
翌
年
度
に
見
込
ま
れ
る
額
の
一
定
額

を
雑
収
入
に
計
上
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
額
及
び
寄
附
金
の
受
領
額
を

地
方
財
政
計
画
に
適
切
に
計
上
し
た
上
で
、
必
要
な
一
般
財
源
総
額
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
地
方
交
付
税
総
額
を
適
切
に

確
保
し
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を
設
け
て
い
る
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
二
及
び
七
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
、
個
人
住
民
税
所
得
割
が
個
人
の
所
得
に
対
し
て
法
第
三
十
五
条
第
一
項

及
び
第
三
百
十
四
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
課
税
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
所
得
者
ほ
ど
税
額
が
大
き
く
な
る
仕

組
み
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
個
人
住
民
税
所
得
割
の
額
の
二
割
を
上
限
に
税
額
控
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除
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
所
得
に
応
じ
て
税
負
担
を
求
め
る
仕
組
み
の
性
格
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

八
に
つ
い
て 

 
 

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
お
け
る
返
礼
品
等
と
し
て
地
場
産
品
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
地
域
に

お
け
る
雇
用
の
創
出
や
新
た
な
地
域
資
源
の
発
掘
等
に
よ
り
、
地
域
経
済
の
活
性
化
等
に
つ
な
が
る
効
果
が
あ
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。 


